
どうだん 発 行 
島田市農業委員会 
編 集 
島田市農業委員会事務局 
島田市中央町１番の１ 
℡ ０５４７－３６－７２０９ 
URL:http://www.city.shimada.shizuoka.jp 
E-mail:nougyoui@city.shimada.ｌｇ.jp 

島田市農業委員会だより第 16 号 

令和４年３月３１日発行 

・人農地プランの実質化について    ・・・・・・・・・・・・・・・ （表紙） 

・農業者年金に加入しませんか！？   ・・・・・・・・・・・・・・・ （２） 

・令和４年度会議等の予定       ・・・・・・・・・・・・・・・ （２） 

・農地の貸し借りは農地バンクで    ・・・・・・・・・・・・・・・ （２） 

 

 人・農地プラン地域農業の将来を考える座談会 

 島田市では、人・農地プランの実質化に向け、全市内を６地区に分けてプランを作成し、島田

市農業委員会も各地区での話し合いに参加するなど協力しました。 

最初に、市内で一定規模以上の農地を所有している方を対象に経営状況や後継者の有無などの

アンケートを行いました。 

アンケート結果を踏まえ、11 月から１月に９回「人・農地プラン地域農業の将来を考える座談

会」と称した話合いを開催しました。座談会では各回、認定農業者等の参加者を６人程度のグル

ープに分け、農業委員・農地利用最適化推進委員が座長となり、後継者の有無などで色分けされ

た地図を見ながら、地域の課題や農業の将来について、ワークショップ方式で話し合いました。 

出された意見を基に作成された「人・農地プラン」は島田市ホームページで公表しています。 
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※締切日が通常より早くなっています。ご注意ください。 
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全国農業新聞を購読しませんか？ 
経営とくらしに役立つ農業総合専門紙 

全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業

委員会系組織が発行する農業総合専門紙です。 

■発行日：毎週金曜（月４回） 

 

■購読料：月７００円（送料込） 

 

■申込み：農業委員会事務局 

 ℡３６－７２０９ 

加入要件 

詳しくは、農業委員会事務局又は地区農業委員

までお問い合わせください。℡３６－７２０９ 

■６０歳未満であること 
■年間６０日以上農業に従事していること 
■国民年金第１号被保険者であること 

・農業者なら誰でも入れる「終身年金」です。 

 

・保険料の全額が社会保険料控除の対象です。 

 

・認定農業者で青色申告者等には、国庫補助で

手厚い支援があります。 

 

・積立方式・確定拠出型年金です。 

 

・保険料は、20,000 円～67,000 円/月で 

 自由に選択が可能です。 

※保険料額は随時変更が可能です。 

※35 歳未満であれば、10,000 円から加入可能！ 

 


